
当 縣

調
住宅火災による死者数は全国で

年間1,000人 を超え、その約 7割が

逃げ遅れによるものです。

平成16年6月 の消防法改正に伴い、

全国一律に住宅用火災警報器の設置が

義務づけられました。

☆6月 1日より全ての住宅に設置が必要です。

☆住宅用火災警報器は住宅防人の要です。
◆住宅用火災警報器は、煙・熱を自動的に感知して、火災の発生を知らせます。

住宅用1火災警報器が必要な場所

①全ての寝室に、設置します。 ②2階以上に寝室がある場合、

1階へ通じる階段の上部に
設置します。

③寝室以夕ヽでフ面 (4畳半)
以上の居室が5以上ある階

の廊下に設置します。

60cm以上■

火災警報器の中心を壁から60om以上離して取り付けます。
天丼にはりがある場合には、はりから60cm以上離します。

15～ 50om以 内

天丼から 15～ 5 0cm以内に
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消防署員が訪問することはありません。


